善通寺市観光動向基礎調査業務仕様書

第１章　総則
１．業務名称
　　善通寺市観光動向基礎調査業務

２．業務の目的
善通寺市を訪れる来訪者の多くは、四国八十八ヶ所霊場の札所を巡る遍路客であり、市内での滞在時間が短く、観光消費の機会が限られていることが課題となっている。
一方で、本市には、弘法大師空海御誕生地としての史跡や伝承をはじめ、地域固有の食文化・伝統・歴史など多様な地域資源が存在しているものの、その認知度や発信力は十分とはいえず、四国八十八ヶ所霊場札所を基軸としたブランド力の強化や、その他地域資源を活用した観光コンテンツの造成等において改善の余地がある。
本業務は、本市及びその近隣を訪れる観光客の動向を把握・分析するとともに、観光資源及び観光素材の現況等を調査することにより、本市における観光の現状と課題を明確化し、今後の観光振興施策及び観光戦略の立案に資する基礎資料を整備することを目的とする。

３．業務期間
　　契約締結日から令和8年3月31日まで

４．業務の実施
（１）本業務は、本仕様書に基づき実施すること。
（２）受注者は、業務の実施にあたっては、関係法令及び条例等を遵守すること。
（３）受注者は、業務の実施にあって発注者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解したうえで適切な人員配置のもと進めること。
（４）受注者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。
（５）受注者は、自らの組織の中から業務責任者を選任し、発注者に通知すること。
（６）本業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議を行い、指示を仰ぐこと。
（７）受注者は、本業務の実施過程で知り得た情報及び本業務に係る内容を、発注者の許可なく第三者に漏らしてはならない。

５．業務計画書
（１）受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成の上、発注者へ提出し、承諾を得ること。
（２）業務計画書には、次の事項を記載すること。なお、記載内容に変更が生じた場合は、理由を明確にしたうえで、その都度速やかに発注者に変更業務計画書を提出し、承諾を得ること。
　　ア　検討業務内容
　　イ　業務実施方針
　　ウ　業務詳細工程
　　エ　業務実施体制及び組織図
　　オ　管理技術者・担当者一覧表
　　カ　その他発注者が必要とする事項

６．打合せ及び記録等
業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者と発注者は定期的に打合せを行いながら、業務実施方針の確認や条件等の疑義を正すものとし、その内容については、発注者の確認を適宜得ること。

７．引渡前における成果品の使用等
　　業務期間途中においても、発注者は受注者に通知することで、成果品の全部または一部を使用することができるものとする。

８．資料の貸与等
（１）業務を進めるにあたり必要となる資料は、原則貸与とする。
（２）貸与された資料は、紛失、汚損しないよう取り扱うものとし、これを本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
（３）発注者が貸与する資料以外に業務に必要となった資料は、受注者がその収集・整理等を行うものとし、発注者はその遂行に協力する。

９．再委託
（１）受注者は、本業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理については、これを再委託することはできない。
（２）受注者は、前項に規定する業務以外の業務は、発注者の承諾を得て、これを再委託することができる。
（３）受注者は、前項の規定により同項の業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うものとする。この場合において、再委託事業者が善通寺市の競争入札参加有資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。
（４）受注者は、再委託事業者に対し、本業務の実施について適正な指導及び管理を実施しなければならない。


第２章　業務の内容
１．現状調査
（１）調査内容
　　ア　善通寺市内の観光資源（歴史文化、自然、食、体験型観光コンテンツ等）
イ　既存統計データ（観光入込客数、宿泊者数、消費額等）
ウ　近隣自治体や広域観光圏との比較・連携状況
エ　国内観光客及び訪日外国人観光客を対象とした訪問目的や消費行動、満足度
（２）調査方法
　　ア　統計データ収集・文献調査
　　　① 公的統計、関連計画等の資料収集
　　　② 旅行・観光産業に関する市場動向レポート、オープンデータの活用
　　イ　インターネット調査
　　　① WEBアンケート等による来訪経験者・滞在層の意識調査
　　ウ　ヒアリング調査
　　　① 市内観光事業者（宿泊、飲食、観光施設、交通事業者等）へのヒアリング
　　　② 行政関係者、観光協会、地域団体等へのヒアリング
　　エ　定点ヒアリング調査
　　　① 調査員による主要観光スポットや空港・駅周辺などでのヒアリング
（３）留意事項
　　ア　調査にあたっては信頼性の高いデータを用いること。
　　イ　調査にあたっては倫理性を確保し、個人情報等の取扱いについて十分に配慮すること。
　　ウ　各調査の実施にあたっては、信頼性を確保するため、十分なサンプル数を確保すること。

２．市場分析・ターゲット設定
（１）来訪者属性（年齢層、居住地、訪問目的、消費行動）の分析
（２）潜在的ターゲット層の抽出及び具体的なペルソナ設定
（３）インバウンド需要の可能性評価

３．課題抽出
（１）観光資源の磨き上げや情報発信に関する課題整理
（２）観光動線・周遊性、滞在時間延伸に関する課題整理
（３）観光関連事業者と行政・地域の連携に関する課題整理
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第３章　成果品
１．成果品
　　「第２章 業務内容」に即した報告書として、調査検討結果を報告書として取りまとめ、出力データ各1部（製本）及び電子データ（CD-R等）を提出すること。なお、成果品の詳細及び納品時期等については、協議のうえ決定する。
（１）現状調査に関する報告書
（２）市場分析及びターゲット設定に関する報告書
（３）課題抽出に関する報告書
（４）打合せ、協議等の会議議事録　等

２．成果品に係る著作権等
　　本業務の成果品の著作権及び所有権は、すべて発注者に帰属するものとする。
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